
 

令和２年７月１５日 

総合政策局（公共交通・物流政策審議官部門） 

モビリティサービス推進課 

 

 

ユニバーサル社会における MaaS の活用方策 

についての研究会を始動！ 

～バリアフリーの視点からMaaSの利便性向上を検討します～ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

１． 日  時： 令和２年７月２２日（水）１５：００～(２時間程度) 
 
２． 場  所： TKPガーデンシティ御茶ノ水 ジョイント３A+３B+３C 

        東京都千代田区神田駿河台三丁目１１－１ 三井住友海上駿河台新館３階 
 
３． 構 成 員： 別紙１参照 

 

４． 議 事（予定）： 事業者ヒアリング、検討事項 等 

 

５． 取 材 等： ・会議は非公開にて行いますが、報道関係者に限り冒頭のみ（挨拶まで）カメラ撮 

り可能です。 

・カメラ撮りを希望される場合は、「別紙２」の様式にご記入の上、７月２１日（火）

１５時までに（hqt-newmobility★gxb.mlit.go.jp）までメールにてお申し込み

下さい。※「★」を「@」に置き換えて下さい。 

・会議当日は、１４時４５分までに会場前にお集まりください。 

・今般の新型コロナウイルスの状況を踏まえ、取材については各社必要最小限とし、

「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」等の感染症予防対策にご協力

をお願いいたします。風邪のような症状がある場合には、ご自身の体調を優先し、

参加を控えていただきますよう併せてお願いいたします。 

・議事概要、会議資料は、後日、国土交通省ホームページにて公表予定です。 

 
 
 

〈お問い合せ先〉 

総合政策局（公共交通・物流政策審議官部門）モビリティサービス推進課 佐藤、堀江 

TEL：（03）5253-8111（内線 54914、54907）、（03）5253-8980（直通） 

FAX：（03）5253-1513             

 

国土交通省では、各地でMaaS（Mobility as a Service）の取組が拡がっている中、障

害者等の移動が困難な交通サービスの利用者に対して、一人一人のニーズに対応するため

のMaaSのあり方について検討が必要であると考えております。先進的な取組を進める民

間事業者の取組も踏まえながら、活用方策例及び活用に当たっての課題等を整理すること

を目的として、有識者から構成される研究会を設置し、第１回を７月２２日に開催いたし

ます。 


